
第３６号議案 

 

 

権利の放棄について 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年(２０２２年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



権利の放棄について 

 

 次のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１０号の規定に基づき、議会の議決を求める。  

 

１ 請求権を行使できない債権 

債務者が破産申立てを行い、裁判所による免責許可決定が確定したことから、破 

産法第２５３条第１項の規定により当該債権の請求権を行使できないもの 

 債務者名 債権名 債権額 発生年度 

１  生活保護費徴収金 ９０，５８８円 ２０１３年度 

２  

生活保護費戻入金 ７０，３８９円 ２００９年度 

生活保護費戻入金 ６９，３４６円 ２０１１年度 

生活保護費徴収金 ４３８，１１２円 ２０１１年度 

生活保護費徴収金 １，６９１，９６９円 ２０１１年度 

生活保護費戻入金 ９４，７５０円 ２０１５年度 

生活保護費戻入金 ９６，７５０円 ２０１５年度 

３  

生活保護費徴収金 ８２５，０００円 ２０１２年度 

生活保護費徴収金 １，６４９，０００円 ２０１２年度 

 

２ 請求権行使に実効性がない債権 

 債務者が死亡し、法定相続人が存在しない、又は、すべての法定相続人が家庭裁

判所に相続放棄の申立てを行い受理されたことから、債務者が不存在となり、かつ、

亡債務者の相続財産管理人は選任されておらず、相続財産の価額が選任の申立てに

要する費用を超えないと見込まれることから、当該債権の請求権行使に実効性がな

いもの 
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 債務者名 債権名 債権額 発生年度 

１  

生活保護費徴収金 ３９２，１６７円 ２０１４年度 

生活保護費戻入金 ６０，９７７円 ２０１８年度 

２  生活保護費返還金 ４２６，０００円 ２０１７年度 

３  

生活保護費戻入金 ７３，５３２円 ２０１８年度 

生活保護費戻入金 ７３，５３２円 ２０１８年度 

生活保護費戻入金 ７３，５３３円 ２０１８年度 

４  生活保護費返還金 １５７，１２３円 ２０１６年度 
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